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大分県民間シェルター運営事業費補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 知事は、DV（ドメスティック・バイオレンス）被害者、性暴力被害者及びその同

伴する家族（以下「DV 被害者等」という。）の保護及び支援活動を行う民間団体の運

営基盤を強化し、DV 被害者等に対する支援の充実を図るため、民間団体が DV 被害者

等を一時保護するための施設（以下「シェルター」という。）を設置し運営するのに要

する経費に対し、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付につ

いては、大分県補助金等交付規則（昭和４３年大分県規則第２７号。以下「規則」とい

う。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

（定義）

第２条 この要綱においてシェルターとは DV 被害者等を緊急一時的に保護する施設であ 

って、次の各号に掲げる要件を満たす施設とする。

（１）民間団体によって運営されていること。

（２）DV 被害者等を緊急一時的に避難させ、かつ、２週間以上継続して入所させること 

  ができる居室を有すること。

（３）居室は、１世帯につき１室以上であること。

（４）不特定多数の者に開放されておらず、かつ、入所した DV 被害者等（以下「入所者」 

  という。）の安全及び衛生の確保並びに入所者のプライバシーの確保に配慮した設備 

  を有していること。

（補助対象者）

第３条 補助対象者は、次の各号に掲げる要件を満たす民間団体とする。

（１）県内において、現に DV 被害者等の保護及び支援活動を行っている団体又は新たに

  DV 被害者等の保護及び支援活動を行う団体

（２）継続的な活動が期待できる団体

（３）特定の政党その他の政治団体に対する支援活動及び宗教活動を行っていない団体

（４）営利を目的としない団体

（５）暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７ 

  号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）又は暴力団（同法第２条 

  第２号に規定する暴力団をいう。）若しくは暴力団員と密接な関係を有する団体につ 

  いては、対象外とする。

（補助対象経費及び補助率）

第４条 この補助金の交付の対象となる経費及びこれに対する補助率は、別表のとおりと 

する。
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（補助金の交付申請）

第５条 規則第３条第１項の規定による申請は、補助金交付申請書（第１号様式）による 

ものとし、次に掲げる書類を添付し、知事が別に定める期日までに知事に提出しなけれ 

ばならない。

（１）事業計画書（第２号様式）

（２）収支予算書（第３号様式）

（３）当該シェルターの設置及び運営に係る経費の内容がわかる書類

（４）団体の活動が把握できる規約・定款等

（５）その他知事が必要と認める書類

２ 規則第３条第３項の規定により、申請書若しくは添付書類に記載すべき事項又は添付 

すべき書類のうち省略することのできるものは、同条第２項第１号、第２号及び第６号 

に掲げる事項とする。

（補助の条件）

第６条 規則第５条の規定による補助条件は、次のとおりとする。

（１）補助事業の内容又は経費の配分の変更（知事が定める軽微な変更を除く。）をする 

  場合は、補助事業変更承認申請書（第４号様式）を知事に提出し、その承認を受ける 

  こと。

（２）補助事業を中止し、又は廃止する場合は、事業中止（廃止）承認申請書（第５号様 

  式）を知事に提出し、その承認を受けること。

（３）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合 

  は、速やかに知事に報告し、その指示を受けること。

（４）この補助金に係る収入及び支出を明らかにした預金通帳、金銭（預金）出納簿等の 

  帳簿及び契約書、領収書等の証拠書類は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年 

  度から起算して５年間整備保管すること。

（５）その他、規則及びこの要綱の定めに従うこと。

２ 規則第５条第１項第１号の規定による知事が定める軽微な変更の範囲は、補助金の額 

に変更を及ぼさない変更で、次のとおりとする。

（１）補助対象経費の２０パーセント以内の増減

（補助金の交付決定の通知）

第７条 規則第６条の規定による通知は、補助金交付決定通知書（第６号様式）により行 

うものとする。

（申請の取下げのできる期間）

第８条 規則第７条第１項の規定により申請の取り下げのできる期間は、補助金交付決定 

通知書を受理した日から起算して１５日を経過した日までとする。

（報告等）

第９条 知事は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し補助事業の遂行状況の報 

告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
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（補助金の交付方法）

第１０条 この補助金は、精算払の方法により交付する。ただし、知事が必要と認める場 

合は、概算払の方法により交付することができる。

（補助金の交付請求）

第１１条 補助金の交付決定の通知を受けたものが、補助金の交付を請求しようとすると 

きは、補助金交付請求書（第７号様式）を知事に提出しなければならない。

（実績報告）

第１２条 規則第１２条の規定による実績報告は、補助事業実績報告書（第８号様式）に 

よるものとし、次に掲げる書類を添付し、事業完了若しくは廃止の承認を受けた日から 

起算して３０日を経過した日、又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の翌年度 

の４月２０日のいずれか早い期日までに知事に提出しなければならない。

（１）個人別支援実績書（第９号様式）

（２）収支精算書（第１０号様式）

（３）その他知事が必要と認める書類

（補助金の額の確定通知）

第１３条 規則第１３条の規定による通知は、補助金の額の確定通知書（第１１号様式） 

により行うものとする。

（書類の提出部数等）

第１４条 規則及びこの要綱の規定により知事に提出する書類の部数は１部とし、その様 

式及び提出期限は、この要綱の本則に定めのあるもののほか、別に知事が定めるところ 

による。

附則

 この要綱は、平成２１年度の予算に係る大分県民間シェルター運営事業費補助金から適 

用する。

附則

 この要綱は、平成２４年度の予算に係る大分県民間シェルター運営事業費補助金から適 

用する。

附則

 この要綱は、平成２８年度の予算に係る大分県民間シェルター運営事業費補助金から適 

用する。

附則

 この要綱は、平成３１年度の予算に係る大分県民間シェルター運営事業費補助金から適

用する。
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附則

 この要綱は、令和３年度の予算に係る大分県民間シェルター運営事業費補助金から適用

する。

附則

 この要綱は、令和７年４月１日から施行し、令和７年度の予算に係る大分県民間シェル

ター運営事業費補助金から適用する。

附則

 この要綱は、令和８年４月１日から施行し、令和８年度の予算に係る大分県民間シェル

ター運営事業費補助金から適用する。



別表

補助対象経費及び経費区分 補助率及び算定基準

・シェルターの用に供する住宅等の借上料及び共益費

  

   

・シェルター入所者に対する同行支援等に掛かる人件費

① 同行支援

行政機関や裁判所、就職活動、不動産業者、生活物

資の購入、引越等に、同行すること。

② 面接相談

体調や困りごと、今後の動きなどの相談や、情報提

供等を行うこと。

   １０／１０以内

１０／１０以内

4,920 円／日✕のべ活動人数

（ただし、引越の場合は、9,830
円／日✕のべ活動人数） 


























